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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和２年第

１回七飯町議会定例会の本日の会議を開きます。 

 田村敏郎議員から、本日の会議を欠席する届け

出がありました。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１番  横 田 有 一 議員 

２番  神 﨑 和 枝 議員 

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告             

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 町長より町政動向報告が提出されましたので、

お手元に配付しております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時００分 休憩 

────────────── 

午前１０時３０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

議案第１号 令和２年度七飯町一般会計

予算 

 日程第３ 

議案第２号 令和２年度七飯町国民健康

保険特別会計予算 

 日程第４ 

議案第３号 令和２年度七飯町後期高齢

者医療特別会計予算 

 日程第５ 

議案第４号 令和２年度七飯町介護保険

特別会計予算 

 日程第６ 

議案第５号 令和２年度七飯町土地造成

事業特別会計予算 

 日程第７ 

議案第６号 令和２年度七飯町水道事業

会計予算 

 日程第８ 

議案第７号 令和２年度七飯町下水道事

業会計予算 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 議案第１号令和

２年度七飯町一般会計予算、日程第３ 議案第２

号令和２年度七飯町国民健康保険特別会計予算、

日程第４ 議案第３号令和２年度七飯町後期高齢

者医療特別会計予算、日程第５ 議案第４号令和

２年度七飯町介護保険特別会計予算、日程第６ 

議案第５号令和２年度七飯町土地造成事業特別会

計予算、日程第７ 議案第６号令和２年度七飯町

水道事業会計予算、日程第８ 議案第７号令和２

年度七飯町下水道事業会計予算、以上７件を一括

して議題といたします。 

 ただいま議題といたしました７件の案件につい

ては、３月１８日の本会議において、令和２年度

予算審査特別委員会に付託されたものでありま

す。休会中に審査を終了しておりますので、その

結果の報告を求めます。 

 中川委員長。 

○１４番（中川友規） 委員会報告第５号。 

 令和２年度予算審査特別委員会報告書。 

 令和２年３月１８日第１回定例会における議決

に基づき、当特別委員会に付託された事件につい

て、審査した結果を下記のとおり報告する。 

 令和２年３月２４日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 令和２年度予算審査特別委員会委員長中川友

規。 

 記。 

 １、審査に付託された事件名。 

 (１)議案第１号 令和２年度七飯町一般会計予
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算。 

 (２)議案第２号 令和２年度七飯町国民健康保

険特別会計予算。 

 (３)議案第３号 令和２年度七飯町後期高齢者

医療特別会計予算。 

 (４)議案第４号 令和２年度七飯町介護保険特

別会計予算。 

 (５)議案第５号 令和２年度七飯町土地造成事

業特別会計予算。 

 (６)議案第６号 令和２年度七飯町水道事業会

計予算。 

 (７)議案第７号 令和２年度七飯町下水道事業

会計予算。 

 ２、審査の経過。 

 令和２年３月１８日、１９日、２３日、２４日

の４日間、委員会を開催し、町長、担当部長、教

育次長、担当課長、センター長及び事務局長の出

席を求め、審査を行った。 

 ３、決定及び理由。 

 (１)決定。 

 原案可決。 

 (２)理由。 

 令和２年度の一般会計の予算額は１２０億円

で、前年度と比較して１３億２,０００万円の増

加。４つの特別会計予算の総額は６６億４,６５

０万円で、前年度と比較して２,２００万円の減

少となっている。 

 また、企業会計においては、令和２年度から下

水道事業が地方公営企業法の適用を受け、企業会

計に移行することとなっている。 

 なお、令和２年度の一般会計の予算編成におい

ては、昨年度に引き続き基金からの繰り入れを行

わない予算編成となっており、財政状況の改善に

向けて取り組んでいることがうかがえる。 

 町長への総括質疑においては、委員から、次の

６点についての質疑があった。 

 ①今年度以降の実質公債費比率、経常収支比

率、財政調整基金の考え方について。 

 ②新型コロナウイルスの影響に対する早急な経

済対策や、災害時の応急対策として町が備蓄して

いるマスクを医療機関等に配付する考えについ

て。 

 ③防災行政無線の導入に対して、全く実績のな

い新方式を提案されているが、その機能や安定性

について検討する考えについて。 

 ④地域公共交通については、町長の施政方針の

中でデマンド型交通などの具体的手法の検討を

行ってまいりますとあるが、予算措置がされてい

ないことから、今後の考え方について。 

 ⑤峠下２号線改良舗装工事の関連予算が１億

９,６００万円となっており、民間施設の誘致に

向けた先行投資としての考え方について。 

 ⑥七飯町立地適正化計画の策定に当たり、コン

パクトなまちづくりへの転換を図る必要があると

されているが、町民の声を反映させていく考えに

ついて。 

 これに対して、町長からは、次のとおりの答弁

があった。 

 ①実質公債費比率については、令和６年度に

３カ年平均で１５.５％になるのがピークと想定

しており、その後は比率が改善する見込みであ

る。経常収支比率については、今後は少しでも比

率がよくなるよう、歳入一般財源の確保や経常経

費の削減に努めてまいりたい。財政調整基金につ

いては、令和元年度の状況としては、現時点での

決算見込みとして、基金の取り崩し額より積立額

のほうが上回っており、令和元年度の出納閉鎖時

には、基金残高は増加する見込みである。 

 ②新型コロナウイルスに対する経済対策として

は、１点目として、２０％のプレミアムを付加し

たプレミアム商品券の発行を検討しており、内容

が決定次第、早急に補正予算を提案してまいりた

い。２点目として、商工業経営安定支援事業の拡

大を行い、予算額が不足するようであれば補正予

算を提案してまいりたい。３点目として、商工観

光課に職員を増員し、雇用相談窓口を設置してま

いりたい。４点目として、社会福祉協議会が行う

生活福祉資金制度の活用を周知してまいりたい。

５点目として、健康増進対策として、アップル温

泉使用料の割引を実施してまいりたい。 

 最も大事なこととしてはマスクの着用、手洗

い、うがいの徹底などの感染予防策の啓発活動を

今後も継続していきたい。 

 マスクについては、町内医療機関等にマスクの
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在庫数の調査を行い、町の備蓄しているマスク

２,２００枚を３月２３日に配布している。 

 ③防災行政無線の戸別受信機の方式について

は、確かに全国的な実績はないが、機能や安定性

については、十分な試験、十分な検討を行い、住

民にとってより良いものを導入してまいりたい。 

 ④現在、庁内プロジェクトチームにおいて検討

しているが、課題整理に時間を要している。当町

の地域特性を考えれば、デマンド型交通が適して

いると考えている。費用対効果も考慮し、補正予

算を視野に入れながら、着実に進むよう指示して

いる。 

 ⑤峠下２号線は、平成２７年以降５年間で２０

件程度の物損事故が発生している。温浴施設の工

事、開業等により交通量が増加する見込みから、

安全確保のため拡幅工事を行うものである。 

 ⑥策定前に２回の住民説明会を実施し、町民の

皆様の意見を計画に反映させていくとともに、計

画の素案ができたときは、改めてパブリックコメ

ントにて町民の皆様の意見を伺い、より良い計画

を策定してまいりたい。 

 以上のことを踏まえ、当委員会に付託された７

議案について、慎重に審査した結果、議案第１号

は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定

し、議案第２号から議案第７号まではいずれも全

員一致で、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 ４ページ目、５ページ目は、令和２年度一般会

計予算、令和２年度特別会計予算、令和２年度企

業会計予算が記載されております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（木下 敏） 令和２年度予算審査特別委

員会は、議長を除く全員で構成された特別委員会

でありますので、議会運営例規第５２項の規定に

より質疑を省略いたします。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 これより、討論、採決を行いますが、討論、採

決については１件ごとに順次行ってまいります。 

 最初に、議案第１号令和２年度七飯町一般会計

予算の討論を許します。 

 若山議員。 

○１５番（若山雅行） 令和２年度七飯町一般会

計予算案に対しまして、反対の立場から意見を述

べます。 

 令和２年度一般予算案に９５％以上賛成です。

多数の方の御努力により、大変立派な予算案を提

出されたことに大いに敬意を表したいと思いま

す。 

 財源の確保に努め、中山間所得向上支援事業補

助金２億円により民間による酒蔵建設など、よく

検討されていると思います。１年前に４,３３０

万円と言っていた小学校の体育館の取り壊し費用

が８,６７７万円になったことには目をつぶりま

しょう。ですが、次の２点について納得できない

ので、やむを得ず反対の立場をとらざるを得ない

ものです。 

 １点目は、９款消防費１項消防費２目災害対策

費で、防災行政無線施設管理費の８億３,２００

万円、ページで言いますと１２２から１２３ペー

ジです。防災行政無線導入に対して、どこの自治

体でも導入、運営の実績が全くない新方式が提案

されています。 

 新型コロナウイルス感染症に見られるように、

災害は必ずやってくる、安心・安全なまちづくり

をモットーとする七飯町として、その機能や安全

性について、十分な検証がされているとは思われ

ませんでした。同じ結果になるにしても、もう少

し検討することを求めましたが、現時点でベスト

なものとして受け入れてもらえませんでした。委

託料として提示されていることも、議会の関与を

排除しようとしているのではないかと勘ぐりたく

なります。駒ヶ岳と共生する七飯町としては、防

災行政無線については見た目のスマートさとか、

金額的な問題よりも確実性という性能・機能を重

視すべきではないでしょうか。 

 ２点目は、８款土木費２項道路橋りょう費２目

道路橋りょう新設改良費で、社会資本整備総合交

付金事業費の峠下２号線改良舗装工事です。ペー

ジで言いますと１１４ページ、１１５ページで

す。 

 測量委託料、土地購入費及び移転補償費を含め

て１億９,６００万円は、温浴施設を誘致するた

めとしては高額です。民間施設がどうなるか全く

未知数な状況で、先行投資はリスクが高すぎるの
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ではないでしょうか、開業後様子を見てからでも

遅くないのではないでしょうか、道の駅なない

ろ・ななえや男爵ラウンジとの連動効果も今のと

ころよく見えません。財政状況の厳しい七飯町と

しては、数年待ってから提案されても遅くないだ

ろうと考えました。いずれもやるなと言っている

ものではなくて、もう１度検討して、もう少し

待ってみたらという思いです。 

 以上より、七飯町一般会計予算案に反対の意見

といたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか討論ございませんか。 

 川上議員。 

○１６番（川上弘一） 今回の予算審査の結果で

ございますけれども、各課からの上げられました

事務事業別の予算計上についても的確でありまし

て、また、昨日行われました町長への総括質疑の

内容に対する町長の答弁も委員会報告に載ってい

ますとおり、納得できる答弁をいただきましたの

で、令和２年度の予算執行に当たっては、何ら問

題がないものと思いますので、賛成の立場で賛成

討論といたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 以上で、討論を終わりま

す。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第１号令和２年度七飯町一般会計予算の委

員長の報告は、原案のとおり可決すべきものであ

ります。 

 本案について、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２号令和２年度七飯町国民健康保

険特別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２号令和２年度七飯町国民健康保険特別

会計予算の委員長の報告は、原案のとおり可決す

べきものであります。 

 本案について、委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第３号令和２年度七飯町後期高齢者

医療特別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３号令和２年度七飯町後期高齢者医療特

別会計予算の委員長の報告は、原案のとおり可決

すべきものであります。 

 本案について、委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第４号令和２年度七飯町介護保険特

別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４号令和２年度七飯町介護保険特別会計

予算の委員長の報告は、原案のとおり可決すべき

ものであります。 

 本案について、委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第５号令和２年度七飯町土地造成事

業特別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 
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 議案第５号令和２年度七飯町土地造成事業特別

会計予算の委員長の報告は、原案のとおり可決す

べきものであります。 

 本案について、委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第６号令和２年度七飯町水道事業会

計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６号令和２年度七飯町水道事業会計予算

の委員長の報告は、原案のとおり可決すべきもの

であります。 

 本案について、委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第７号令和２年度七飯町下水道事業

会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第７号令和２年度七飯町下水道事業会計予

算の委員長の報告は、原案のとおり可決すべきも

のであります。 

 本案について、委員長の報告のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

議案第２７号 令和元年度七飯町一般会

計補正予算（第１１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議案第２７号令

和元年度七飯町一般会計補正予算（第１１号）を

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

２７号令和元年度七飯町一般会計補正予算（第１

１号）について御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、第１条、既定予算の総額に

歳入歳出それぞれ７５７万４,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１７億３,

０００万円とするものでございます。 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表によるも

のでございます。 

 第３条、地方債の変更は、第３表によるもので

ございます。 

 今回の補正は、国の補助事業２件分の補正とな

りますが、このたび国からの補助金内示があった

ことから、補正するものでございます。 

 それでは、９ページの歳出から御説明申し上げ

ます。 

 ３款民生費１項６目社会福祉施設費は、社会福

祉施設整備費として、高齢者施設の給水施設整備

事業に伴う地域介護福祉空間整備等施設整備補助

金７５７万４,０００円の追加。 

 １０款教育費１項２目事務局費は、財源構成で

すが、学校情報通信ネットワーク環境整備費とし

て、本定例会議案第２０号令和元年度一般会計予

算第１０号により提案、議決いただきました補正

予算の項目でございます。 

 このたび国から補助金の内示がありましたが、

国段階におきまして各自治体の要望額の積算根拠

にばらつきがあることから、補助交付単価を設定

した旨通知があり、この補助単価に基づき積算し

た結果、当初見込んだ額より低い額での内示と

なったため、財源構成するものでございます。こ

れにより、国の補助金は８７０万円の減額、地方

債は８７０万円の追加でございます。 

 歳入合計に変更はございません。 

 次に、７ページの歳入に戻っていただきます。 

 １４款国庫支出金２項２目民生費国庫補助金

は、地域介護福祉空間整備等施設整備交付金５０
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４万９,０００円の追加。５目教育費国庫補助金

は、学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補

助金８７０万円の減額。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

２５２万５,０００円の追加。 

 ２１款町債１項４目教育債は、学校情報通信

ネットワーク環境整備事業債８７０万円の追加で

ございます。 

 次に、３ページに戻っていただきます。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。 

 追加となるのは、３款民生費１項社会福祉費の

社会福祉施設整備費７５７万４,０００円を限度

額として設定するものでございます。 

 第３表、地方債補正でございます。 

 変更となるのは、学校情報通信ネットワーク環

境整備事業につきまして、限度額を４,７３０万

円から５,６００万円に変更するものでございま

す。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、補正前と同じでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２７号令和元年度七飯町一般会計補正予

算（第１１号）を原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

発議案第１号 「民族共生の未来を切り

開く」決議 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 発議案第１号

「民族共生の未来を切り開く」決議を議題といた

します。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） 発議案第１号「民族共生

の未来を切り開く」決議。 

 標記の発議案を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

す。 

 令和２年３月１９日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員、長谷川生人議員、畑

中静一議員、平松俊一議員、坂本繁議員、澤出明

宏議員、川村主税議員。 

 「民族共生の未来を切り開く」決議。 

 アイヌ文化の復興・発展の拠点としてウポポイ

（民族共生象徴空間）が北海道白老町ポロト湖畔

に、４月２４日に誕生する。 

 先住民族アイヌを主題とした日本初の「国立ア

イヌ民族博物館」と「国立民族共生公園」等から

なるこの施設は、国では年間来場者１００万人の

目標を掲げ、道内においては官民一体となって誘

客活動に取り組んでおり、道内各地のアイヌ文化

振興の取り組みや食・観光等の地域の多様な魅力

とつなげることにより、国内外への総合的な情報

発信の強化となり、国民理解の促進が大きく期待

される。 

 また、北海道を訪れる観光客のさらなる増加

は、新たな産業の創出・既存産業の活性化など相

乗効果も期待されるところである。 

 よって、七飯町議会は、ウポポイ開設を機に、

アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現が図

られ、北海道が魅力ある大地であり続けるため、

七飯町民の協力を得て「民族共生の未来を切り開

く」決意をここに表明する。 

 七飯町議会。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 発議案第１号「民族共生の未来を切り開く」決

議を原案のとおり可決することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

発議案第２号 緊急景気対策を求める意

見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 発議案第２号

緊急景気対策を求める意見書を議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 長谷川生人議員。 

○８番（長谷川生人） 発議案第２号緊急景気対

策を求める意見書。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 令和２年３月１９日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、長谷川生人。 

 賛成者、七飯町議会議員、川村主税議員、平松

俊一議員、畑中静一議員、上野武彦議員、川上弘

一議員。 

 緊急景気対策を求める意見書。 

 我が国の社会経済は、このたびの新型コロナウ

イルスの流行により、過去に例を見ないほどの甚

大かつ深刻な影響を受けております。その中で

も、罹患患者の多いとされる北海道では、観光分

野においては、３から４カ月先までに及ぶ各種ツ

アーのキャンセルやさまざまなイベントの開催中

止、風評被害により事業者の収益悪化が見込ま

れ、また、一般家庭においても小中学校の臨時休

校による子育て世帯への負担が家計を直撃してお

ります。自粛ムード蔓延に伴う個人消費の低下に

より、中小零細企業が廃業の危険にさらされるな

ど、地域経済にも破局の兆しが見られます。この

ままでは、数カ月先に新型コロナウイルスの流行

が終息したとしても、自力で立ち直るための余力

を残せる状況ではなくなります。 

 このような国家的緊急事態に鑑み、政府におか

れましては、中小零細企業及び中間・低所得者層

の救済策として、現在実行中の緊急融資政策に加

え、新型コロナウイルスの影響が解消するまでの

間、緊急景気対策の実施を強く求めるものであり

ます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見

書を提出する。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先、衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣総

理大臣殿、総務大臣殿、財務大臣殿、経済産業大

臣殿。 

 以上でございます。 

 よろしく御審議願います。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 発議案第２号緊急景気対策を求める意見書を原

案のとおり可決することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

閉会中の委員会活動の承認について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 閉会中の委員

会活動の承認についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、議会運営委員会から、
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特定の案件について閉会中に委員会活動を行いた

い旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員会申し出のとおり、その活動を承認するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員会申し出のとおり、その活動を承

認することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本定例会に付議さ

れた全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和２年第１回七飯町議会定例会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１１時０３分 閉会 
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